
（令和８年４月作成） 

転入される生徒の保護者の皆様へ 

周南市教育委員会学校給食課 

 

学校給食費の口座振替の手続きについて（お願い） 

 保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 周南市立中学校での学校給食の提供にあたり、学校給食費の口座振替の手続きが必要となり

ます。お手数ですが、裏面の記入例、注意事項等をご参照のうえ、ご希望の金融機関の窓口に

て、学校給食費の口座振替依頼の手続きをしていただくようお願い申し上げます。 

 ※周南市立中学校を卒業（市外に転校）するまで、口座振替が継続されます。 
 
 

 

 

●学校給食費の納付について 

①納付時期 ５月から翌年３月までの１１ヶ月（８月を含む） 

②納付金額 ５月～２月までは毎月定額（中学校：５，４４０円）を口座引き落とし 

（手数料は市が負担）。３月に精算した額を口座引き落とし。 
※口座引落ができた場合の通知はいたしませんので、預貯金通帳等でご確認ください。 

●口座引落ができなかった場合の流れ（例：６月支払分） 
６月末日   口座振替処理      

        

７月上旬  口座振替不能分の納付書  

（納期：７月中旬）  

   

７月下旬   督促状の発送  

（納期：７月末）  

【注意】学校ではお支払いができませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

口座振替のできる金融機関（順不同） 
山口銀行、みずほ銀行、広島銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、中国労働金庫、 

東山口信用金庫、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合、山口県農業協同組合、 

山口県漁業協同組合（本店、周南支店のみ）、ゆうちょ銀行・郵便局、北九州銀行 

【お問い合わせ先】 
周南市教育委員会 学校給食課 
TEL ０８３４―２２―８４１８ 

裏面の「口座振替依頼書」の記入例、注意事項等をご参照ください。 
※「口座振替依頼書」は金融機関の窓口にございます。 

通帳の残高不足により振替できない場合は、学校を通
じて納付書をお届けします。 

口座振替不能分の納付書によるご入金が確認できな
い場合は、督促状（納付書を添付）を直接ご家庭へ郵
送します。 



 

 

 

 

 

 

記入例 

周南 太郎 

シュウナン タロウ 

〇〇銀行 〇〇 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ゆうちょ銀行以

外をご利用の方

はこちらにご記

入ください。 

ゆうちょ銀行を 

ご利用の方はこ

ちらにご記入く

ださい。 

学校給食費の口座振替依頼書は、学校や市役所ではなく、口座振替を

希望する金融機関の窓口に直接ご提出ください。 

※市役所に提出された場合は、口座振替の開始時期が遅くなります。 

重要 

保護者の住所・

氏名をご記入く

ださい。 

745-8655 
周南市岐山通１丁目１番

0834  22   8418 

周
南 

金融機関の届

出印を３枚目

まで押印して

ください。 

シュウナン タロウ 

周南 太郎 

記入内容を確認

する場合がある

ため、連絡先を

必ずご記入くだ

さい。 

R8 5 

年度途中に申請

する場合は、申

請される月の翌

月以降をご記入

ください。 

※金融機関等の

都合により開始

時期が遅れる場

合がありますの

で、予めご了承

ください。 

岐陽中２年･周南花子 

【記入内容】 

・周南市立中学校名と学年、お子様の氏名 

◎納付義務者欄にご記入いただいた保護者様名義以外の口座を登録することも可能です。 

◎周南市立中学校に通われるお子様１名につき、１枚の提出が必要です。 

◎提出の際、３枚複写のうち１枚が返されますので、必ずお受け取りください。 

◎食物アレルギーにより、学校給食のすべての品目について中止される場合は、提出不要です。 

学校給食費を

○で囲んでく

ださい。 


